
診断書及び就労証明書等提出期間

生活援助新規申請

（例　R5.12.1） （例　R6.5.1） （例　R8.12.1） （例　R9.5.1）

要介護等認定期間（例　R5.4.1～R5.4.30） 要介護等認定有効期間（例　R6.5.1～R9.4.30）

①③認定有効期間が生活援助申請から６カ月未満の時の申請（継続や内容変更）時の提出は不要

②生活援助の申請から６カ月以上経過している申請（継続や内容の変更）時は提出必要

見直し①

６カ月未満

見直し② 見直し③

６カ月未満


